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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

連結経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等については、記載して

おりません。  

３ 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四

半期（当期）純損失を計上しているため記載しておりません。 

  

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第７期

第１四半期連結 
累計(会計)期間

第６期

会計期間
自 平成21年１月１日
至 平成21年３月31日

自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日

売上高 (千円) 162,627 499,570

経常損失(△) (千円) △79,584 △346,614

四半期(当期)純損失(△) (千円) △82,956 △503,039

純資産額 (千円) 1,729,271 1,789,195

総資産額 (千円) 1,890,078 2,070,801

１株当たり純資産額 (円) 32,462.39 33,587.30

１株当たり四半期(当期)純
損失(△) 

(円) △1,557.29 △9,814.39

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益 

(円) ― ―

自己資本比率 (％) 91.5 86.4

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △216,339 △267,673

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △200,439 △313,874

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) ― 813,102

現金及び現金同等物の 
四半期末(期末)残高 

(千円) 1,017,279 1,432,132

従業員数 (名) 47 46
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当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている

事業の内容に重要な変更はありません。 

  また、主要な関係会社についても異動はありません。 

  

当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

  

(1) 連結会社の状況 

 
(注) １ 従業員数は就業人員であります。  

２ 従業員数欄の〔 〕外書きは、臨時従業員の当第１四半期連結会計期間の平均雇用人員（１日８時間

換算）であります。 

  

  

(2) 提出会社の状況 

 
(注) １ 従業員数は就業人員であります。 

２ 従業員数欄の〔 〕外書きは、臨時従業員の当第１四半期会計期間の平均雇用人員（１日８時間換

算）であります。 

  

２ 【事業の内容】

３ 【関係会社の状況】

４ 【従業員の状況】

 平成21年３月31日現在

従業員数(名) 47〔３〕

 平成21年３月31日現在

従業員数(名) 45〔３〕
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第２ 【事業の状況】 

当第１四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであ

ります。 

  

 
(注) １ 上記の金額は、販売価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３ 創薬事業については、当第１四半期連結会計期間において生産を行っていないため記載しておりません。 

  

当第１四半期連結会計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであ

ります。 

  

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

事業の種類別セグメントの名称 生産高(千円)

創薬支援事業 

 キナーゼタンパク質 27,038

 アッセイ開発 32,711

 プロファイリング・スクリーニングサービス 58,194

合計 117,944

(2) 受注実績

事業の種類別セグメントの名称 受注高(千円) 受注残高(千円)

創薬支援事業 169,416 29,624

 キナーゼタンパク質 83,700 11,601

 アッセイ開発 24,696 15,274

 
プロファイリング・ 
スクリーニングサービス 

60,295 2,749

 その他 723 ―

創薬事業 250 ―

合計 169,666 29,624
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当第１四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであ

ります。 

  

 
(注) １ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

 
２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

  

文中における将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループが判断したもので

あります。 

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界経済が一段と減速する中、景気悪化が続いてお

り、企業業績の低迷による設備投資の減少や、輸出企業の減産に伴う雇用の調整等の影響による個人消費

の減退等、景気後退局面の長期化に対する懸念が強まってきております。当社グループが属する製薬業界

におきましては、大手製薬企業が大型医薬品の相次ぐ特許切れを迎える、いわゆる「2010年問題」を目前

にして、新たな収益の柱となる新薬の獲得に向けた買収や合併が繰り広げられております。製薬業界にお

ける世界最大のマーケットである米国において、オバマ新政権下、医療制度改革による薬価引き下げ懸念

が強いことに加え、日本及び欧州でもジェネリック医薬品の使用促進などの医療費抑制政策が強化されて

いることから医薬品業界を取り巻く環境はますます厳しくなってきており、これに世界的な景気悪化が相

俟って、多くの製薬企業は研究拠点の統廃合、大規模なリストラクチャリング、研究プロジェクトの一部

凍結などの研究開発投資・コストの抑制・削減を継続しております。 

このような状況下、当社グループは、キナーゼ創薬に係る創薬基盤技術を核とした創薬支援事業ならび

に創薬事業を積極的に展開し、事業の拡大を図ってまいりました。 

 創薬支援事業につきましては、研究開発面では、顧客ニーズに基づいた製品・サービスの品揃えの更な

る拡充のための積極的な研究開発活動を進める一方で、営業面では、国内市場においては顧客である製薬

(3) 販売実績

事業の種類別セグメントの名称 販売高(千円)

創薬支援事業 162,377 

 キナーゼタンパク質 77,195 

 アッセイ開発 26,032 

 プロファイリング・スクリーニングサービス 58,425 

 その他 723 

創薬事業 250 

合計 162,627 

相手先

当第１四半期連結会計期間
(自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日)

販売高(千円) 割合(％)

万有製薬㈱ 23,727 14.6 

２ 【経営上の重要な契約等】

３ 【財政状態及び経営成績の分析】

(1) 経営成績の分析
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企業内部での当社製品・サービスの浸透を更に図ることで顧客の裾野を広げ、大学等の研究機関向けの拡

販のために大手試薬代理店との共同での販売活動を推進いたしました。他方、海外市場においては、米国

では現地子会社を活用し、欧州では販売代理店を核とした新規顧客の開拓及び年間契約獲得のためのプロ

モーション活動を進めました。 

創薬事業につきましては、国立がんセンターとの共同研究を始めとした他の研究機関及び他社との共同

研究プロジェクトならびに自社研究プロジェクトが計画通りに進捗いたしました。 

以上の結果、当第1四半期連結会計期間の売上高は162百万円、営業損失83百万円、経常損失79百万円、

四半期純損失は82百万円となりました。 

  

事業の種類別セグメントの状況は次の通りです。 

 ①創薬支援事業 

キナーゼタンパク質の販売、アッセイ開発、プロファイリング・スクリーニングサービスの提供に

より、創薬支援事業の売上高は162百万円、営業利益は35百万円となりました。売上高の内訳は、キ

ナーゼタンパク質の販売77百万円、アッセイ開発26百万円、プロファイリング・スクリーニングサー

ビス58百万円等であります。 

  

 ②創薬事業 

当第1四半期連結会計期間の創薬事業の売上高は0百万円、営業損失は119百万円となりました。 

  

事業の所在地別セグメントの状況は次の通りです。 

①日本 

日本での売上高は148,806千円(セグメント間の内部売上高又は振替高19,126千円を含む)となり、

営業損失は87,331千円となりました。 

②その他の地域 

北米での売上高は32,947千円となり、営業利益は1,985千円となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末における総資産は1,890百万円、負債は160百万円、純資産は1,729百万円

となり、自己資本比率は91.5％となりました。 

  

(2) 財政状態の分析
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当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動により

216百万円、投資活動により200百万円減少した結果、当第１四半期連結会計期間末においては1,017百万

円となりました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動により使用した資金は216百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失の計

上、売上債権の増加、未払金の減少、前受金の減少および減価償却費の計上等の差し引きによるもので

す。   

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動により使用した資金は、200百万円となりました。これは主に有価証券の取得によるもので

す。   

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によるキャッシュ・フローはありませんでした。  

  

当第１四半期連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更

及び新たに生じた課題はありません。 

  

当第１四半期連結会計期間の研究開発費の総額は87百万円であります。 

  

（注）平成20年12月期第１四半期は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、前年同四半期の数値と

の比較は行っておりません。 

(3) キャッシュ・フローの状況

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

(5) 研究開発活動
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第３ 【設備の状況】 

(1) 主要な設備の状況 

  

当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

(2) 設備の新設、除却等の計画 

  

当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等

について重要な変更はありません。 

 また、当第１四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はあり

ません。 
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第４ 【提出会社の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
(注) １ 単元株制度を採用していないため、単元株式数はありません。 

２ 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 

３ 提出日現在の発行数には、平成21年５月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発

行された株式数は、含まれておりません。 

  
  

(2) 【新株予約権等の状況】 

① 平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の状況 

  

１ 【株式等の状況】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 300,000

計 300,000

種類
第１四半期会計期間 
末現在発行数(株) 
(平成21年３月31日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成21年５月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 53,270 53,270
ジャスダック
証券取引所NEO

(注）１、２ 

計 53,270 53,270 ― ―

株主総会の特別決議日(平成15年９月８日) 第１回②

 
第１四半期会計期間末現在 

(平成21年３月31日)

新株予約権の数 ３個(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式（注）２

新株予約権の目的となる株式の数(注)５ 30株（注）３、４

新株予約権の行使時の払込金額(注)６ 5,000円(注)３

新株予約権の行使期間 
平成15年９月12日から 
平成25年９月８日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格  5,000円 
資本組入額 5,000円 

(注)３、６

新株予約権の行使の条件 (注)７

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)７

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項 

―
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(注) １ 株主総会決議により承認を受けた新株予約権の数は10個であり、平成15年９月８日開催の取締役会において

上記条件の新株予約権６個の付与を決議しております。 

２ 単元株制度を採用していないため、単元株式数はありません。 

３ 当社は、平成16年５月６日付で株式１株につき10株の株式分割を行っております。これにより、新株予約権

の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組入額が調整されております。 

４ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、10株であります。 

５ 当社が株式分割または株式併合を行う場合は、当社は次の算式により目的たる株式の数を調整するものとし

ます。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない目的たる株式の数のみにて行

い、調整の結果生じる１株未満の端数を切り捨てるものとします。 
  

 
  

６ 当社が株式分割等により当該払込価額を下回る価額による新株の発行が行われる場合は、次の算式(コンバ

ージョン・プライス方式)により調整されるものとします。調整により生じる１株未満の端数は切り上げる

ものとします。 
  

 
  

７ 当該新株予約権の行使の条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。 

 (1) 新株予約権は、その一部の株式につき行使することができる。 

 (2) 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。 

 (3) その他の条件については、株主総会ならびに取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者

との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。 

８ 新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件 

  当社が解散したときは、新株予約権を取得する。 

  

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割または併合の比率

調整後払込価額 ＝
既発行株式数 × 調整前払込価額 ＋ 新発行株式数 × １株当たり払込金額

既発行株式数 ＋ 新発行株式数
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② 平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の状況 

  

 
(注) １ 株主総会決議により承認を受けた新株予約権の数は715個であり、平成16年６月18日開催の取締役会におい

て上記条件の新株予約権300個の付与を決議しております。以後、権利放棄等の理由により権利を喪失した

個数を減じております。 

２ 単元株制度を採用していないため、単元株式数はありません。 

３ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株であります。 

４ 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。た

だし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数に

ついてのみ行われ、調整により生じる１株未満の端数は切り捨てるものとします。 

  

 
  

  また、当社が他社との吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新

設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式の数の調整を行うことができるものとしま

す。 

５ 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる１円未満

の端数は切り上げるものとします。 

  

 
  

  また、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く。)を行う

場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げるものとします。 

  

 
  

  なお、上記の計算式において「既発行株式数」とは会社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総

数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」

に読み替えるものとします。 

株主総会の特別決議日(平成16年６月14日) 第２回①

 
第１四半期会計期間末現在 

(平成21年３月31日)

新株予約権の数 210個(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式(注)２

新株予約権の目的となる株式の数(注)４ 210株(注)３

新株予約権の行使時の払込金額(注)５ 50,000円

新株予約権の行使期間 
平成18年６月21日から 
平成26年６月14日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格  50,000円 
資本組入額 50,000円 

(注)５

新株予約権の行使の条件 (注)６

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)６

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項 

―

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
１

分割・併合の比率

    
  新規発行株式数

既発行株式数 ＋
× １株当たりの払込価額

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
１株当たりの時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数
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  また、当社が他社との吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新

設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込価額の調整を行うことができるものとしま

す。 

６ 当該新株予約権の行使の条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。 

 (1) 新株予約権の権利行使期間にかかわらず、新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」とい

う。)は、当社の株式が日本国内の証券取引所に上場し、または日本証券業協会に店頭登録する日の前日

までは新株予約権を行使することができない。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合につい

てはこの限りではない。 

 (2) 発行時に当社の取締役、監査役または従業員であった新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取

締役、監査役または従業員の地位を保有していることを要する。ただし、任期満了による退任、定年によ

る退任・退職もしくは会社都合によりこれらの地位を失った場合その他取締役会が正当な理由があると認

めた場合についてはこの限りではない。 

 (3) 新株予約権１個未満の行使はできない。 

 (4) 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。 

 (5) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができる。ただし、「新株予約権割当契約

書」に定める条件による。 

 (6) その他の権利行使の条件については、総会決議及び新株予約権発行の取締役決議に基づき、当社と新株予

約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるものとする。 

７ 新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件 

 (1) 新株予約権者が権利を行使できる条件に該当しなくなった場合及び新株予約権者が株式予約権の全部又は

一部を放棄した場合、当社はその株式予約権を無償で取得することができる。 

 (2) 当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案また

は株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができ

る。 
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③ 平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の状況 

  

 
(注) １ 株主総会決議により承認を受けた新株予約権の数は715個であり、平成16年６月18日開催の取締役会におい

て上記条件の新株予約権105個の付与を決議しております。 

２ 単元株制度を採用していないため、単元株式数はありません。 

３ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株であります。 

４ 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。た

だし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数に

ついてのみ行われ、調整により生じる１株未満の端数は切り捨てるものとします。 

  

 
  

  また、当社が他社との吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新

設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式の数の調整を行うことができるものとしま

す。 

５ 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる１円未満

の端数は切り上げるものとします。 

  

 
  

  また、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く。)を行う

場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げるものとします。 

  

 
  

  なお、上記の計算式において「既発行株式数」とは会社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総

数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」

に読み替えるものとします。 

株主総会の特別決議日(平成16年６月14日) 第２回②

 
第１四半期会計期間末現在 

(平成21年３月31日)

新株予約権の数 105個(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式(注)２

新株予約権の目的となる株式の数(注)４ 105株(注)３

新株予約権の行使時の払込金額(注)５ 50,000円

新株予約権の行使期間 
平成16年６月21日から 
平成26年６月14日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格  50,000円 
資本組入額 50,000円 

(注)５

新株予約権の行使の条件 (注)６

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)６

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項 

―

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
１

分割・併合の比率

    
  新規発行株式数

既発行株式数 ＋
× １株当たりの払込価額

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
１株当たりの時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数
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  また、当社が他社との吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新

設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込価額の調整を行うことができるものとしま

す。 

６ 当該新株予約権の行使の条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。 

 (1) 新株予約権の権利行使期間にかかわらず、新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」とい

う。)は、当社の株式が日本国内の証券取引所に上場し、または日本証券業協会に店頭登録する日の前日

までは新株予約権を行使することができない。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合につい

てはこの限りではない。 

 (2) 発行時に当社の取締役、監査役または従業員であった新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取

締役、監査役または従業員の地位を保有していることを要する。ただし、任期満了による退任、定年によ

る退任・退職もしくは会社都合によりこれらの地位を失った場合その他取締役会が正当な理由があると認

めた場合についてはこの限りではない。 

 (3) 新株予約権１個未満の行使はできない。 

 (4) 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。 

 (5) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができる。ただし、「新株予約権割当契約

書」に定める条件による。 

 (6) その他の権利行使の条件については、総会決議及び新株予約権発行の取締役決議に基づき、当社と新株予

約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるものとする。 

７ 新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件 

 (1) 新株予約権者が権利を行使できる条件に該当しなくなった場合及び新株予約権者が株式予約権の全部又は

一部を放棄した場合、当社はその株式予約権を無償で取得することができる。 

 (2) 当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案また

は株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができ

る。 
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④ 平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の状況 

  

 
(注) １ 株主総会決議により承認を受けた新株予約権の数は715個であり、平成16年８月20日開催の取締役会におい

て上記条件の新株予約権150個の付与を決議しております。以後、権利放棄等の理由により権利を喪失した

個数を減じております。 

２ 単元株制度を採用していないため、単元株式数はありません。 

３ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株であります。 

４ 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。た

だし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数に

ついてのみ行われ、調整により生じる１株未満の端数は切り捨てるものとします。 

  

 
  

  また、当社が他社との吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新

設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式の数の調整を行うことができるものとしま

す。 

５ 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる１円未満

の端数は切り上げるものとします。 

  

 
  

  また、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く。)を行う

場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げるものとします。 

  

 
  

  なお、上記の計算式において「既発行株式数」とは会社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総

数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」

に読み替えるものとします。 

株主総会の特別決議日(平成16年６月14日) 第３回①

 
第１四半期会計期間末現在 

(平成21年３月31日)

新株予約権の数 90個(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式(注)２

新株予約権の目的となる株式の数(注)４ 90株(注)３

新株予約権の行使時の払込金額(注)５ 50,000円

新株予約権の行使期間 
平成18年10月１日から 
平成26年６月14日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格  50,000円 
資本組入額 25,000円 

(注)５

新株予約権の行使の条件 (注)６

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)６

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項 

―

調整後株式数 ＝ 調整後株式数 × 分割・併合の比率

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
１

分割・併合の比率

    
  新規発行株式数

既発行株式数 ＋
× １株当たりの払込価額

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
１株当たりの時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数
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  また、当社が他社との吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新

設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込価額の調整を行うことができるものとしま

す。 

６ 当該新株予約権の行使の条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。 

 (1) 新株予約権の権利行使期間にかかわらず、新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」とい

う。)は、当社の株式が日本国内の証券取引所に上場し、または日本証券業協会に店頭登録する日の前日

までは新株予約権を行使することができない。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合につい

てはこの限りではない。 

 (2) 発行時に当社の取締役、監査役または従業員であった新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取

締役、監査役または従業員の地位を保有していることを要する。ただし、任期満了による退任、定年によ

る退任・退職もしくは会社都合によりこれらの地位を失った場合その他取締役会が正当な理由があると認

めた場合についてはこの限りではない。 

 (3) 新株予約権１個未満の行使はできない。 

 (4) 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。 

 (5) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができる。ただし、「新株予約権割当契約

書」に定める条件による。 

 (6) その他の権利行使の条件については、「新株予約権割当契約書」に定めるものとする。 

７ 新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件 

 (1) 新株予約権が権利を行使できる条件に該当しなくなった場合及び新株予約権者が新株予約権の全部又は一

部を放棄した場合、当社はその新株予約権を無償で取得することができる。 

 (2) 当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案また

は株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができ

る。 
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⑤ 平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の状況 

  

 
(注) １ 株主総会決議により承認を受けた新株予約権の数は715個であり、平成16年８月20日開催の取締役会におい

て上記条件の新株予約権160個の付与を決議しております。以後、権利放棄等の理由により権利放棄した個

数を減じております。 

２ 単元株制度を採用していないため、単元株式数はありません。 

３ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株であります。 

４ 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。た

だし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数に

ついてのみ行われ、調整により生じる１株未満の端数は切り捨てるものとします。 
  

 
  

  また、当社が他社との吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新

設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式の数の調整を行うことができるものとしま

す。 

５ 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる１円未満

の端数は切り上げるものとします。 
  

 
  

  また、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く。)を行う

場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げるものとします。 
  

 
  

  なお、上記の計算式において「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総

数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」

に読み替えるものとします。 

株主総会の特別決議日(平成16年６月14日) 第３回②

 
第１四半期会計期間末現在 

(平成21年３月31日)

新株予約権の数 140個(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式(注)２

新株予約権の目的となる株式の数(注)４ 140株(注)３

新株予約権の行使時の払込金額(注)５ 50,000円

新株予約権の行使期間 
平成16年10月１日から 
平成26年６月14日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格  50,000円 
資本組入額 25,000円 

(注)５

新株予約権の行使の条件 (注)６

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)６

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項 

―

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
１

分割・併合の比率

    
  新規発行株式数

既発行株式数 ＋
× １株当たりの払込価額

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
１株当たりの時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数
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  また、当社が他社との吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新

設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込価額の調整を行うことができるものとしま

す。 

６ 当該新株予約権の行使の条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。 

 (1) 新株予約権の権利行使期間にかかわらず、新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」とい

う。)は、当社の株式が日本国内の証券取引所に上場し、または日本証券業協会に店頭登録する日の前日

までは新株予約権を行使することができない。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合につい

てはこの限りではない。 

 (2) 新株予約権１個未満の行使はできない。 

 (3) 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。 

 (4) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができる。ただし、「新株予約権割当契約

書」に定める条件による。 

 (5) その他の権利行使の条件については、「新株予約権割当契約書」に定めるものとする。 

７ 新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件 

 (1) 新株予約権が権利を行使できる条件に該当しなくなった場合及び新株予約権者が新株予約権の全部又は一

部を放棄した場合、当社はその新株予約権を無償で取得することができる。 

 (2) 当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案また

は株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができ

る。 
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⑥ 平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の状況 

  

 
(注) １ 株主総会決議により承認を受けた新株予約権の数は160個であり、平成17年１月24日開催の取締役会におい

て上記条件の新株予約権60個の付与を決議しております。 

２ 単元株制度を採用していないため、単元株式数はありません。 

３ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株であります。 

４ 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。た

だし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数に

ついてのみ行われ、調整により生じる１株未満の端数は切り捨てるものとします。 

  

 
  

  また、当社が他社との吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新

設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式の数の調整を行うことができるものとしま

す。 

５ 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる１円未満

の端数は切り上げるものとします。 

  

 
  

  また、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く。)を行う

場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げるものとします。 

  

 
  

  なお、上記の計算式において「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総

数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」

に読み替えるものとします。 

株主総会の特別決議日(平成17年１月24日) 第４回

 
第１四半期会計期間末現在 

(平成21年３月31日)

新株予約権の数 60個(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式(注)２

新株予約権の目的となる株式の数(注)４ 60株(注)３

新株予約権の行使時の払込金額(注)５ 100,000円

新株予約権の行使期間 
平成19年１月25日から 
平成27年１月24日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格  100,000円 
資本組入額  50,000円 

(注)５

新株予約権の行使の条件 (注)６

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)６

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項 

―

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
１

分割・併合の比率

    
  新規発行株式数

既発行株式数 ＋
× １株当たりの払込価額

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
１株当たりの時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数
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  また、当社が他社との吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新

設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込価額の調整を行うことができるものとしま

す。 

６ 当該新株予約権の行使の条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。 

 (1) 新株予約権の権利行使期間にかかわらず、新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」とい

う。)は、当社の株式が日本国内の証券取引所に上場し、または日本証券業協会に店頭登録する日の前日

までは新株予約権を行使することができない。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合につい

てはこの限りではない。 

 (2) 発行時に当社の従業員であった新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役または従

業員の地位を保有していることを要する。ただし、任期満了による退任、定年による退任・退職もしくは

会社都合によりこれらの地位を失った場合その他取締役会が正当な理由があると認めた場合についてはこ

の限りではない。 

 (3) 新株予約権１個未満の行使はできない。 

 (4) 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。 

 (5) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができる。ただし、「新株予約権割当契約

書」に定める条件による。 

 (6) その他の権利行使の条件については、「新株予約権割当契約書」に定めるものとする。 

７ 新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件 

 (1) 新株予約権が権利を行使できる条件に該当しなくなった場合及び新株予約権者が新株予約権の全部又は一

部を放棄した場合、当社はその新株予約権を無償で取得することができる。 

 (2) 当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案また

は株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができ

る。 
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⑦ 平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の状況 

  

 
(注) １ 株主総会決議により承認を受けた新株予約権の数は160個であり、平成17年３月11日開催の取締役会におい

て上記条件の新株予約権100個の付与を決議しております。以後、権利放棄等の理由により権利を喪失した

個数を減じております。 

２ 単元株制度を採用していないため、単元株式数はありません。 

３ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株であります。 

４ 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。た

だし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数に

ついてのみ行われ、調整により生じる１株未満の端数は切り捨てるものとします。 

  

 
  

  また、当社が他社との吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新

設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式の数の調整を行うことができるものとしま

す。 

５ 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる１円未満

の端数は切り上げるものとします。 

  

 
  

  また、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く。)を行う

場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げるものとします。 

  

 
  

  なお、上記の計算式において「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総

数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」

に読み替えるものとします。 

株主総会の特別決議日(平成17年１月24日) 第５回

 
第１四半期会計期間末現在 

(平成21年３月31日)

新株予約権の数 80個(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式(注)２

新株予約権の目的となる株式の数(注)４ 80株(注)３

新株予約権の行使時の払込金額(注)５ 100,000円

新株予約権の行使期間 
平成19年４月１日から 
平成27年１月24日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格  100,000円 
資本組入額  50,000円 

(注)５

新株予約権の行使の条件 (注)６

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)６

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項 

―

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
１

分割・併合の比率

    
  新規発行株式数

既発行株式数 ＋
× １株当たりの払込価額

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
１株当たりの時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数
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  また、当社が他社との吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新

設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込価額の調整を行うことができるものとしま

す。 

６ 当該新株予約権の行使の条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。 

 (1) 新株予約権の権利行使期間にかかわらず、新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」とい

う。)は、当社の株式が日本国内の証券取引所に上場し、または日本証券業協会に店頭登録する日の前日

までは新株予約権を行使することができない。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合につい

てはこの限りではない。 

 (2) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役または従業員の地位を保有していること

を要する。ただし、任期満了による退任、定年による退任・退職もしくは会社都合によりこれらの地位を

失った場合その他取締役会が正当な理由があると認めた場合についてはこの限りではない。 

 (3) 新株予約権１個未満の行使はできない。 

 (4) 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。 

 (5) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができる。ただし、「新株予約権割当契約

書」に定める条件による。 

 (6) その他の権利行使の条件については、「新株予約権割当契約書」に定めるものとする。 

７ 新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件 

 (1) 新株予約権が権利を行使できる条件に該当しなくなった場合及び新株予約権者が新株予約権の全部又は一

部を放棄した場合、当社はその新株予約権を無償で取得することができる。 

 (2) 当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案また

は株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができ

る。 
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⑧ 平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の状況 

  

 
(注) １ 株主総会決議により承認を受けた新株予約権の数は500個であり、平成18年３月29日開催の取締役会におい

て上記条件の新株予約権180個の付与を決議しております。 

２ 単元株制度を採用していないため、単元株式数はありません。 

３ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株であります。 

４ 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。た

だし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数に

ついてのみ行われ、調整により生じる１株未満の端数は切り捨てるものとします。 
  

 
  

  また、当社が他社との吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新

設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式の数の調整を行うことができるものとしま

す。 

５ 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる１円未満

の端数は切り上げるものとします。 
  

 
  

  また、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く。)を行う

場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げるものとします。 
  

 
  

  なお、上記の計算式において「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総

数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」

に読み替えるものとします。 

株主総会の特別決議日(平成18年３月29日) 第７回

 
第１四半期会計期間末現在 

(平成21年３月31日)

新株予約権の数 180個(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式(注)２

新株予約権の目的となる株式の数(注)４ 180株(注)３

新株予約権の行使時の払込金額(注)５ 100,000円

新株予約権の行使期間 
平成20年４月３日から 
平成28年３月28日まで 

（注）８

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格  100,000円 
資本組入額  50,000円 

(注)５

新株予約権の行使の条件 (注)６

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)６

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項 

―

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
１

分割・併合の比率

    
  新規発行株式数

既発行株式数 ＋
× １株当たりの払込価額

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
１株当たりの時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数
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  また、当社が他社との吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新

設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込価額の調整を行うことができるものとしま

す。 

６ 当該新株予約権の行使の条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。 

 (1) 新株予約権の権利行使期間にかかわらず、新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」とい

う。)は、当社の株式が日本国内の証券取引所に上場する日の前日までは新株予約権を行使することがで

きない。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合についてはこの限りではない。 

 (2) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役または従業員の地位を保有していること

を要する。ただし、任期満了による退任、定年による退任・退職もしくは会社都合によりこれらの地位を

失った場合その他取締役会が正当な理由があると認めた場合についてはこの限りではない。 

 (3) 新株予約権１個未満の行使はできない。 

 (4) 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。 

 (5) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができる。ただし、「新株予約権割当契約

書」に定める条件による。 

 (6) その他の権利行使の条件については、「新株予約権割当契約書」に定めるものとする。 

７ 新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件 

 (1) 新株予約権が権利を行使できる条件に該当しなくなった場合及び新株予約権者が新株予約権の全部又は一

部を放棄した場合、当社はその新株予約権を無償で取得することができる。 

 (2) 当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案また

は株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができ

る。 

８ 平成19年８月31日開催の臨時株主総会において、新株予約権の行使期間を「自 平成20年４月３日 至 平

成28年４月２日」から「自 平成20年４月３日 至 平成28年３月28日」に変更することを決議しておりま

す。 
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⑨ 平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の状況 

  

 
(注) １ 株主総会決議により承認を受けた新株予約権の数は500個であり、平成18年７月14日開催の取締役会におい

て上記条件の新株予約権190個の付与を決議しております。 

２ 単元株制度を採用していないため、単元株式数はありません。 

３ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株であります。 

４ 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。た

だし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数に

ついてのみ行われ、調整により生じる１株未満の端数は切り捨てるものとします。 

  

 
  

  また、当社が他社との吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新

設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式の数の調整を行うことができるものとしま

す。 

５ 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる１円未満

の端数は切り上げるものとします。 

  

 
  

  また、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く。)を行う

場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げるものとします。 

  

 
  

  なお、上記の計算式において「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総

数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」

に読み替えるものとします。 

株主総会の特別決議日(平成18年３月29日) 第８回

 
第１四半期会計期間末現在 

(平成21年３月31日)

新株予約権の数 190個(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式(注)２

新株予約権の目的となる株式の数(注)４ 190株(注)３

新株予約権の行使時の払込金額(注)５ 100,000円

新株予約権の行使期間 
平成20年７月18日から 
平成28年４月２日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格  100,000円 
資本組入額  50,000円 

(注)５

新株予約権の行使の条件 (注)６

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)６

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項 

―

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
１

分割・併合の比率

    
  新規発行株式数

既発行株式数 ＋
× １株当たりの払込価額

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
１株当たりの時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数
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  また、当社が他社との吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新

設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込価額の調整を行うことができるものとしま

す。 

６ 当該新株予約権の行使の条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。 

 (1) 新株予約権の権利行使期間にかかわらず、新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」とい

う。)は、当社の株式が日本国内の証券取引所に上場する日の前日までは新株予約権を行使することがで

きない。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合についてはこの限りではない。 

 (2) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役または従業員の地位を保有していること

を要する。ただし、任期満了による退任、定年による退任・退職もしくは会社都合によりこれらの地位を

失った場合その他取締役会が正当な理由があると認めた場合についてはこの限りではない。 

 (3) 新株予約権１個未満の行使はできない。 

 (4) 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。 

 (5) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができる。ただし、「新株予約権割当契約

書」に定める条件による。 

 (6) その他の権利行使の条件については、「新株予約権割当契約書」に定めるものとする。 

７ 新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件 

 (1) 新株予約権が権利を行使できる条件に該当しなくなった場合及び新株予約権者が新株予約権の全部又は一

部を放棄した場合、当社はその新株予約権を無償で取得することができる。 

 (2) 当社が消滅会社となる合併契約書、当社が分割会社となる分割契約書若しくは分割計画及び当社が完全子

会社となる株式交換契約書若しくは株式移転の議案が株主総会で承認された場合は、当社は新株予約権を

無償で取得することができる。 
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⑩ 平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の状況 

  

 
(注) １ 株主総会決議により承認を受けた新株予約権の数は500個であり、平成18年10月13日開催の取締役会におい

て上記条件の新株予約権40個の付与を決議しております。 

２ 単元株制度を採用していないため、単元株式数はありません。 

３ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株であります。 

４ 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。た

だし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数に

ついてのみ行われ、調整により生じる１株未満の端数は切り捨てるものとします。 

  

 
  

  また、当社が他社との吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新

設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式の数の調整を行うことができるものとしま

す。 

５ 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満

の端数は切り上げるものとします。 

  

 
  

  また、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く。)を行う

場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げるものとします。 

  

 
  

  なお、上記の計算式において「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総

数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」

に読み替えるものとします。 

株主総会の特別決議日(平成18年３月29日) 第９回

 
第１四半期会計期間末現在 

(平成21年３月31日)

新株予約権の数 40個(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式(注)２

新株予約権の目的となる株式の数(注)４ 40株(注)３

新株予約権の行使時の払込金額(注)５ 100,000円

新株予約権の行使期間 
平成20年10月16日から 
平成28年４月２日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格  100,000円 
資本組入額  50,000円 

(注)５

新株予約権の行使の条件 (注)６

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)６

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項 

―

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

    
  新規発行株式数

既発行株式数 ＋
× １株当たりの払込価額

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
１株当たりの時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数
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  また、当社が他社との吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新

設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行うことができるものとしま

す。 

６ 当該新株予約権の行使の条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。 

 (1) 新株予約権の権利行使期間にかかわらず、新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」とい

う。)は、当社の株式が日本国内の証券取引所に上場する日の前日までは新株予約権を行使することがで

きない。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合についてはこの限りではない。 

 (2) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役または従業員の地位を保有していること

を要する。ただし、任期満了による退任、定年による退任・退職もしくは会社都合によりこれらの地位を

失った場合その他取締役会が正当な理由があると認めた場合についてはこの限りではない。 

 (3) 新株予約権１個未満の行使はできない。 

 (4) 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。 

 (5) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができる。ただし、「新株予約権割当契約

書」に定める条件による。 

 (6) その他の権利行使の条件については、「新株予約権割当契約書」に定めるものとする。 

７ 新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件 

 (1) 新株予約権が権利を行使できる条件に該当しなくなった場合及び新株予約権者が新株予約権の全部又は一

部を放棄した場合、当社はその新株予約権を無償で取得することができる。 

 (2) 当社が消滅会社となる合併契約書、当社が分割会社となる分割契約書若しくは分割計画及び当社が完全子

会社となる株式交換契約書若しくは株式移転の議案が株主総会で承認された場合は、当社は新株予約権を

無償で取得することができる。 
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⑪ 平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の状況 

  

 
(注) １ 株主総会決議により承認を受けた新株予約権の数は500個であり、平成18年12月15日開催の取締役会におい

て上記条件の新株予約権50個の付与を決議しております。 

２ 単元株制度を採用していないため、単元株式数はありません。 

３ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株であります。 

４ 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。た

だし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数に

ついてのみ行われ、調整により生じる１株未満の端数は切り捨てるものとします。 

  

 
  

  また、当社が他社との吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新

設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式の数の調整を行うことができるものとしま

す。 

５ 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満

の端数は切り上げるものとします。 

  

 
  

  また、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く。)を行う

場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げるものとします。 

  

 
  

  なお、上記の計算式において「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総

数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」

に読み替えるものとします。 

株主総会の特別決議日(平成18年３月29日) 第10回

 
第１四半期会計期間末現在 

(平成21年３月31日)

新株予約権の数 50個(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式(注)２

新株予約権の目的となる株式の数(注)４ 50株(注)３

新株予約権の行使時の払込金額(注)５ 100,000円

新株予約権の行使期間 
平成21年１月４日から 
平成28年４月２日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格  100,000円 
資本組入額  50,000円 

(注)５

新株予約権の行使の条件 (注)６

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)６

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項 

―

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

    
  新規発行株式数

既発行株式数 ＋
× １株当たりの払込価額

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
１株当たりの時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数
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  また、当社が他社との吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新

設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行うことができるものとしま

す。 

６ 当該新株予約権の行使の条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。 

 (1) 新株予約権の権利行使期間にかかわらず、新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」とい

う。)は、当社の株式が日本国内の証券取引所に上場する日の前日までは新株予約権を行使することがで

きない。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合についてはこの限りではない。 

 (2) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役または従業員の地位を保有していること

を要する。ただし、任期満了による退任、定年による退任・退職もしくは会社都合によりこれらの地位を

失った場合その他取締役会が正当な理由があると認めた場合についてはこの限りではない。 

 (3) 新株予約権１個未満の行使はできない。 

 (4) 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。 

 (5) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができる。ただし、「新株予約権割当契約

書」に定める条件による。 

 (6) その他の権利行使の条件については、「新株予約権割当契約書」に定めるものとする。 

７ 新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件 

 (1) 新株予約権が権利を行使できる条件に該当しなくなった場合及び新株予約権者が新株予約権の全部又は一

部を放棄した場合、当社はその新株予約権を無償で取得することができる。 

 (2) 当社が消滅会社となる合併契約書、当社が分割会社となる分割契約書若しくは分割計画及び当社が完全子

会社となる株式交換契約書若しくは株式移転の議案が株主総会で承認された場合は、当社は新株予約権を

無償で取得することができる。 
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⑫ 会社法第238条及び会社法第239条の規定に基づく新株予約権の状況 

  

 
(注) １ 株主総会決議により承認を受けた新株予約権の数は2,000個であり、平成19年４月13日開催の取締役会にお

いて上記条件の新株予約権980個の付与を決議しております。 

２ 単元株制度を採用していないため、単元株式数はありません。 

３ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株であります。 

４ 当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)または株式併合等を行う場合、次の算式により目

的である株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使

されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整により生じる１株未満の端数は切

り捨てるものとします。 
  

 
  

  また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転等を行う場合等、目的である株式数の調整を必要と

する場合には、当社は必要と認める目的である株式数の調整を行うことができるものとします。 

５ 当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)または株式併合等を行う場合、次の算式により行

使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げるものとします。 
  

 
  

  また、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く。)を行う

場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げるものとします。 
  

 
  

  なお、上記の計算式において「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総

数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」

に読み替えるものとします。 

株主総会の特別決議日(平成19年３月29日) 第11回

 
第１四半期会計期間末現在 

(平成21年３月31日)

新株予約権の数 980個(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式(注)２

新株予約権の目的となる株式の数(注)４ 980株(注)３

新株予約権の行使時の払込金額(注)５ 100,000円

新株予約権の行使期間 
平成22年４月16日から 
平成29年３月29日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格  100,000円 
資本組入額  50,000円 

(注)５

新株予約権の行使の条件 (注)６

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を必要と
する。 

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項 

―

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

    
  新規発行株式数

既発行株式数 ＋
× １株当たりの払込価額

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
１株当たりの時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数
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  また、当社が他社との吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、または当社が新設

分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行うことができるものとします。

６ 新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。 

 (1) 新株予約権の権利行使期間にかかわらず、新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」とい

う。)は、当社の株式が日本国内の証券取引所に上場する日の前日までは新株予約権を行使することがで

きないものとする。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合についてはこの限りではない。 

 (2) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役または従業員の地位を保有していること

を要する。ただし、任期満了による退任、定年による退任・退職もしくは会社都合によりこれらの地位を

失った場合その他取締役会が正当な理由があると認めた場合についてはこの限りではない。 

 (3) 新株予約権１個未満の行使はできない。 

 (4) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができる。ただし、「新株予約権割当契約

書」に定める条件による。 

 (5) その他の権利行使の条件については、「新株予約権割当契約書」に定めるものとする。 

７ 本新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件 

 (1) 新株予約権者が新株予約権の全部または一部を放棄した場合、当社はその新株予約権を無償で取得するこ

とができる。 

 (2) 当社が消滅会社となる合併契約書、当社が分割会社となる分割契約書もしくは分割計画及び当社が完全子

会社となる株式交換契約書もしくは株式移転計画の議案が株主総会で承認された場合は、当社は新株予約

権を無償で取得することができる。 
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⑬ 会社法第238条及び会社法第239条の規定に基づく新株予約権の状況 

  

 
(注) １ 株主総会決議により承認を受けた新株予約権の数は2,000個であり、平成19年７月13日開催の取締役会にお

いて上記条件の新株予約権390個の付与を決議しております。 

２ 単元株制度を採用していないため、単元株式数はありません。 

３ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株であります。 

４ 当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)または株式併合等を行う場合、次の算式により目

的である株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使

されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整により生じる１株未満の端数は切

り捨てるものとします。 
  

 
  

  また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転等を行う場合等、目的である株式数の調整を必要と

する場合には、当社は必要と認める目的である株式数の調整を行うことができるものとします。 

５ 当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)または株式併合等を行う場合、次の算式により行

使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げるものとします。 
  

 
  

  また、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く。)を行う

場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げるものとします。 
  

 
  

  なお、上記の計算式において「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総

数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」

に読み替えるものとします。 

株主総会の特別決議日(平成19年３月29日) 第12回

 
第１四半期会計期間末現在 

(平成21年３月31日)

新株予約権の数 390個(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式(注)２

新株予約権の目的となる株式の数(注)４ 390株(注)３

新株予約権の行使時の払込金額(注)５ 100,000円

新株予約権の行使期間 
平成22年７月17日から 
平成29年３月29日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格  100,000円 
資本組入額  50,000円 

(注)５

新株予約権の行使の条件 (注)６

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を必要と
する。 

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項 

―

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

    
  新規発行株式数

既発行株式数 ＋
× １株当たりの払込価額

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
１株当たりの時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数
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  また、当社が他社との吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、または当社が新設

分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行うことができるものとします。

６ 新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。 

 (1) 新株予約権の権利行使期間にかかわらず、新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」とい

う。)は、当社の株式が日本国内の証券取引所に上場する日の前日までは新株予約権を行使することがで

きないものとする。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合についてはこの限りではない。 

 (2) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役または従業員の地位を保有していること

を要する。ただし、任期満了による退任、定年による退任・退職もしくは会社都合によりこれらの地位を

失った場合その他取締役会が正当な理由があると認めた場合についてはこの限りではない。 

 (3) 新株予約権１個未満の行使はできない。 

 (4) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができる。ただし、「新株予約権割当契約

書」に定める条件による。 

 (5) その他の権利行使の条件については、当社と新株予約権者で締結した「新株予約権割当契約書」によるも

のとする。 

７ 本新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件 

 (1) 新株予約権者が新株予約権の全部または一部を放棄した場合、当社はその新株予約権を無償で取得するこ

とができる。 

 (2) 当社が消滅会社となる合併契約書、当社が分割会社となる分割契約書もしくは分割計画及び当社が完全子

会社となる株式交換契約書もしくは株式移転計画の議案が株主総会で承認された場合は、当社は新株予約

権を無償で取得することができる。 

  

─ 34 ─



(3) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

 
  

(5) 【大株主の状況】 

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握して

おりません。 

  

(6) 【議決権の状況】 

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株式名簿の記載内容が確認できず、記載

することができませんので、直前の基準日である平成20年12月31日の株主名簿により記載しておりま

す。 

① 【発行済株式】 

 
  

  

② 【自己株式等】 

 
  

  

年月日
発行済株式 
総数増減数 

(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金 
増減額 
(千円)

資本準備金
残高 
(千円)

平成21年１月１日～ 
平成21年３月31日 

－ 53,270 － 1,964,570 － 513,787

  平成20年12月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式  53,270 53,270
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準的となる株式 

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 53,270 ― ―

総株主の議決権 ― 53,270 ―

  平成20年12月31日現在

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

― ― ― ― ― ―

計 ― ― ― ― ―
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【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】 

  

 
(注) 株価は、ジャスダック証券取引所NEOにおけるものであります。 

  

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。 

  

  

  

  

２ 【株価の推移】

月別
平成21年 
１月 ２月

 
３月

最高(円) 101,900 84,000 61,500 

最低(円) 66,300 45,550 45,000 

３ 【役員の状況】
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第５ 【経理の状況】 

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成

19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、当第1四半期連結会計期間（平成21年１月１日から平成21年３月31日まで）は、「財務諸表等の

用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成20年８月７日内閣府令第50

号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を早期適用しておりま

す。 

  

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間(平成21年１月

１日から平成21年３月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、監査法人トーマツにより四半期レ

ビューを受けております。 

  

１ 四半期連結財務諸表の作成方法について

２ 監査証明について
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１【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年3月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 716,480 831,545

売掛金 68,884 36,426

有価証券 600,798 700,586

商品及び製品 51,266 48,921

仕掛品 16,031 7,613

原材料及び貯蔵品 15,524 12,409

その他 49,765 68,303

貸倒引当金 △66 △499

流動資産合計 1,518,685 1,705,308

固定資産   

有形固定資産 ※  182,543 ※  203,715

無形固定資産 25,026 24,000

投資その他の資産 163,823 137,777

固定資産合計 371,393 365,493

資産合計 1,890,078 2,070,801

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,124 2,105

未払金 38,238 135,689

未払法人税等 1,552 4,533

その他 106,567 126,889

流動負債合計 147,482 269,216

固定負債   

リース資産減損勘定 － 12,389

繰延税金負債 13,324 －

固定負債合計 13,324 12,389

負債合計 160,806 281,605

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,964,570 1,964,570

資本剰余金 513,787 513,787

利益剰余金 △765,433 △682,869

株主資本合計 1,712,924 1,795,488

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 19,470 △1,110

為替換算調整勘定 △3,123 △5,183

評価・換算差額等合計 16,346 △6,293

純資産合計 1,729,271 1,789,195

負債純資産合計 1,890,078 2,070,801
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(2)【四半期連結損益計算書】 
 【第１四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 162,627

売上原価 52,183

売上総利益 110,444

販売費及び一般管理費 ※1  194,114

営業損失（△） △83,670

営業外収益  

受取利息 1,872

為替差益 1,272

その他 948

営業外収益合計 4,093

営業外費用  

支払利息 6

営業外費用合計 6

経常損失（△） △79,584

特別損失  

減損損失 3,099

固定資産除却損 ※2  22

特別損失合計 3,121

税金等調整前四半期純損失（△） △82,705

法人税、住民税及び事業税 251

四半期純損失（△） △82,956
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △82,705

減価償却費 25,510

減損損失 3,099

貸倒引当金の増減額（△は減少） △433

受取利息 △1,872

支払利息 6

固定資産除却損 22

売上債権の増減額（△は増加） △31,201

たな卸資産の増減額（△は増加） △13,585

仕入債務の増減額（△は減少） △1,992

前受金の増減額（△は減少） △24,138

未払金の増減額（△は減少） △97,608

その他 8,031

小計 △216,867

利息の受取額 1,892

法人税等の支払額 △1,364

営業活動によるキャッシュ・フロー △216,339

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の取得による支出 △200,000

有形固定資産の取得による支出 △4,658

無形固定資産の取得による支出 △1,800

差入保証金の回収による収入 6,019

定期預金の預入による支出 △100,000

定期預金の払戻による収入 100,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △200,439

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,924

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △414,853

現金及び現金同等物の期首残高 1,432,132

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  1,017,279
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】 

当第１四半期連結会計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】 

  

 
  

【簡便な会計処理】 

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日)  

  記載すべき重要な事項はありません。 

  

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】 

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日)  

  該当事項はありません。 

  

【追加情報】 

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日)  

  該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日)

会計処理基準に関する事項の変更 

(1) 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７

月５日 企業会計基準第９号）を適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿

価切下げの方法）に変更しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

 

(2) 連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用 

当第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱

い」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

(3) リース取引に関する会計基準の適用 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によ

っておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計

審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改

正））を当第１四半期連結会計期間より適用し、通常の売買取引による会計処理によっております。 

また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期

間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年12月31日以前のもの

については、期首に前連結会計年度末における未経過リース料期末残高相当額（利息相当額控除後）を取得

価額として取得したものとしてリース資産を計上する方法によっております。 

これによる損益及びセグメント情報に与える影響は軽微であります。 
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【注記事項】 

(四半期連結貸借対照表関係) 

  

 
  

(四半期連結損益計算書関係) 

  

 
  

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

当第１四半期連結会計期間末 
(平成21年３月31日)

前連結会計年度末 
(平成20年12月31日)

 
  減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれてお

ります。 

 

※ 有形固定資産の減価償却累計額 350,345千円
 
※ 有形固定資産の減価償却累計額 311,425千円

同左

(自 平成21年１月１日 
至 平成21年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの 

 
 なお、研究開発費はすべて一般管理費に計上して

おり、上記の金額は研究開発費の総額であります。 

役員報酬 21,800千円

給料手当 24,242千円

支払手数料 30,315千円

研究開発費 87,816千円

 

※２ 固定資産除却損の内訳 

工具、器具及び備品 22千円

 

(自 平成21年１月１日 
至 平成21年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

(平成21年３月31日現在)

現金及び預金 716,480千円

有価証券 600,798千円

計 1,317,279千円

預入期間３ヶ月超の定期預金 △100,000千円

預入期間３ヶ月超の譲渡性預金 △200,000千円

現金及び現金同等物 1,017,279千円
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(株主資本等関係) 

当第１四半期連結会計期間末(平成21年３月31日)及び当第１四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日

至 平成21年３月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

  

２ 自己株式に関する事項 

 該当事項はありません。 

  

  

３ 新株予約権等に関する事項 

 
  

  
４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 該当事項はありません。 

 (2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の

効力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの 

 該当事項はありません。 

  

５ 株主資本の著しい変動に関する事項 

 該当事項はありません。 

  

(リース取引関係) 

 該当事項はありません。 

  

(有価証券関係) 

当社グループの所有する有価証券は、企業集団の事業の運営において重要なものではありません。 

  

(デリバティブ取引関係) 

当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないので該当事項はありません。 

  

(ストック・オプション等関係) 

当四半期連結会計期間においてストック・オプションの付与はありません。 

  

(企業結合等関係) 

該当事項はありません。 

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 53,270

会社名 目的となる株式の種類 目的となる株式の数(株)
当第１四半期

連結会計期間末残高 
(千円)

提出会社 普通株式 ─ ─

合計 ─ ─
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日) 

  

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な製品又は事業の内容 

(1) 創薬支援事業…キナーゼタンパク質の販売、アッセイ開発 

プロファイリング・スクリーニングサービス 

(2) 創薬事業………キナーゼ阻害薬研究 

  

【所在地別セグメント情報】 

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

北米…米国 

  

【海外売上高】 

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1) 北米…米国、カナダ 

(2) 欧州…デンマーク、ベルギー、英国、スペイン 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

 
創薬支援事業

(千円)
創薬事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結(千円)

売上高  

外部顧客に対する売上高 162,377 250 162,627 ─ 162,627

計 162,377 250 162,627 ─ 162,627

営業利益又は営業損失(△) 35,522 △119,192 △83,670 ─ △83,670

 日本(千円) 北米(千円) 計(千円)
消去又は 
全社(千円)

連結(千円)

売上高  

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

129,680 32,947 162,627 ─ 162,627

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

19,126 ─ 19,126 (19,126) ─

計 148,806 32,947 181,753 (19,126) 162,627

営業利益又は営業損失(△) △87,331 1,985 △85,346 1,675 △83,670

 北米 欧州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 32,947 18,244 1,696 52,888

Ⅱ 連結売上高(千円) ─ ─ ─ 162,627

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 

20.3 11.2 1.0 32.5
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(１株当たり情報) 

１ １株当たり純資産額 

  

 
  

(注) １株当たり四半期純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

２ １株当たり四半期純損失 

  

 
  

(注) １株当たり四半期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結会計期間末 
(平成21年３月31日)

前連結会計年度末 
(平成20年12月31日)

 

 32,462円39銭 33,587円30銭

 
当第1四半期連結会計期間末

(平成21年３月31日)
前連結会計年度末
(平成20年12月31日)

純資産の部の合計額(千円) 1,729,271 1,789,195

普通株式に係る四半期末（期末）の純資産額(千円) 1,729,271 1,789,195

１株当たり純資産額の算定に用いられた四半期末（期
末）の普通株式の数(株) 

53,270 53,270

(自 平成21年１月１日 
至 平成21年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間

１株当たり四半期純損失 1,557円29銭

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期利益金額につい
ては、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純
損失であるため、記載しておりません。 
 

項目 (自 平成21年１月１日 
至 平成21年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間

四半期連結損益計算書上の四半期純損失(千円) 82,956

普通株主に帰属しない金額(千円) ─

普通株式に係る四半期純損失(千円) 82,956

普通株式の期中平均株式数(株) 53,270

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益の算定に含まれなかった潜在株式について
前連結会計年度から重要な変動がある場合の概要 

─

２【その他】
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 
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平成21年５月12日

カルナバイオサイエンス株式会社 

取締役会 御中 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているカ

ルナバイオサイエンス株式会社の平成21年１月１日から平成21年12月31日までの連結会計年度の第１四半期

連結累計期間(平成21年１月１日から平成21年３月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期

連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビュー

を行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期

連結財務諸表に対する結論を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビ

ューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公

正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行

われた。 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、カルナバイオサイエンス株式会社及び連結

子会社の平成21年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績

及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認め

られなかった。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

  

 

独立監査人の四半期レビュー報告書

監査法人トーマツ

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  寺  田  勝  基  印 

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  南  方  得  男  印 

(注) １ 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。 

２ 四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 
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【表紙】  

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項 

【提出先】 近畿財務局長 

【提出日】 平成21年５月14日 

【会社名】 カルナバイオサイエンス株式会社 

【英訳名】 Carna Biosciences, Inc. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 吉野公一郎 

【最高財務責任者の役職氏名】 取締役経営管理部長 島川 優 

【本店の所在の場所】 神戸市中央区港島南町一丁目５番５号 

【縦覧に供する場所】 株式会社ジャスダック証券取引所 

  (東京都中央区日本橋茅場町一丁目５番８号） 
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当社代表取締役社長 吉野公一郎及び当社最高財務責任者 島川 優は、当社の第７期第１四半期(自

平成21年１月１日 至 平成21年３月31日)の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正

に記載されていることを確認いたしました。 

  

確認に当たり、特記すべき事項はありません。 

  

１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２ 【特記事項】
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